
於大の方生誕 500 年記念ロゴマークの使用範囲 

 

⚫ 「於大の方生誕 500 年」に関連する事業（広報活動、印刷物、ウェブサイト、映像、イベント、展

示、記念グッズ制作、ノベルティ、公用車への掲出等）に使用する予定です。 

⚫ 行政だけではなく、事務局の承認のもと、広く住民や地域団体、民間企業等が使用することを想定

しています。また、事務局の判断で、収益事業への使用を認める場合があります。 

⚫ 使用にあたり、デザイン上の制約やフルカラー、単色、モノクロ使用時の視認性の確保、またはイメージ

統一のため、作品の趣旨を損なわない範囲で一部を修正する場合があります。 


